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１ 教育・保育提供区域とは                  

市町村子ども・子育て支援事業計画では，「市町村が定める区域」ごとに，「教育・保育」，「地域型保育事業」及

び「地域子ども・子育て支援事業」の「量の見込み」，「確保の内容」，「実施時期」を記載することとされています。  

（子ども・子育て支援法第 61 条第２項）  

 

【記載する項目のイメージ】  

  

Ａ区域   教育・保育施設   量の見込み（必要利用定員総数）  

Ｂ区域  ×  地域型保育事業  ×  提供体制の確保の内容  

Ｃ区域   地域子ども・子育て支援事業   実施時期  

 

２ 区域設定における留意事項  

○  市町村は，地理的条件，人口，交通事情その他社会的条件，現在の教育・保育の利用状況，教育・保育を提供するた

めの施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して，小学校区単位，中学校区単位，行政区単位等，地域の実情に

応じて，保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域（以下「教育・保育提供区域」という。）を定め

る必要があります。  

   

○  子ども・子育て支援新制度（以下「新制度」という。）では，計画に定める区域設定により，「教育・保育施設（幼

稚園・保育所・認定こども園）」，「地域型保育事業（注１）」及び「地域子ども・子育て支援事業（注２）」を認可

する際に行われる受給調整の判断基準を踏まえて設定することとなります。  
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注１「地域型保育事業」          

  ・小規模保育事業  

  ・家庭的保育事業  

  ・居宅訪問型保育事業  

  ・事業所内保育事業  

   

注２「地域子ども・子育て支援事業」  

①   利用者支援事業  

②   地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）  

③   妊婦健康診査  

④   乳児家庭全戸訪問事業  

⑤   養育支援訪問事業，子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（その他要保護児童等の支援に資する事業）  

⑥   子育て短期支援事業  

⑦   ファミリー・サポート・センター事業  

⑧   一時預かり事業  

⑨   延長保育事業  

⑩   病児保育事業         

⑪   放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）  

⑫   実費徴収に係る補足給付を行う事業  

⑬   多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業  

 

○  市町村が定めた各区域の中に，供給が不足する区域がある場合，その区域内に認可基準を満たす申請があれば，原則認可しな

ければならないこととされています。  

 

○  教育・保育提供区域は，教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域設定とすることが基本となります。 

 

○  区域の設定にあたっては，保育ニーズが住所地ばかりでなく，通勤経路等に沿って発生すること等も考慮する必要があります。 

 



 

3 

 

 

 

 

  国の基本指針（案）によると，小学校区単位，中学校区単位，行政区単位等，地域の実情に応じて定めることとされて

おり，想定される区域設定は次のとおりです。  

 

【小学校区単位】  ８区域  

 富里小学校区，富里第一小学校区，富里南小学校区，浩養小学校区，洗心小学校区，日吉台小学校区，根木名小学校区，

七栄小学校区  

 

【中学校区単位】  ３区域  

 富里中学校区，富里北中学校区，富里南中学校区  

 

【地理的条件，人口，交通事情その他社会的条件】  ３区域  

 北部地域，中部地域，南部地域  

 

○ 富里市の区域設定の考え方  

  本市における教育・保育提供区域の設定については，地理的条件，人口，交通事情その他社会的条件，現在の教育・保

育の利用状況，教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して，市内８小学校区を大規

模な開発地域である「北部地域」，旧来の住民と新規住民が混在する「中部地域」，農村風景が残る「南部地域」の３地

域に分類することが最も妥当であると考えます。  

また，本市では，従来の小学校と中学校の連携をより発展させて，小・中学校，義務教育９年間の教育課程上の接続を

重視した学校運営を目指し，児童生徒の学びと成長・発達の連続性を保証し，「生きる力」の育成を図るためのジョイン

トスクール構想を推進していることからしても，幼児期から小・中学校における接続性や統一性をもった子育て支援が図

れるものと考えます。  
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教育・保育を提供するための施設の整備の状況  

区分  中学校  小学校  学童クラブ  幼稚園  保育園  行政区  

北部地域  富里北中  日吉台小  

日吉台学童クラブ (公設民営 )  

 

学童さくらんぼ (民設民営 )  

日 吉 台 幼 稚 園 (私 立 )  

 

私 太 子 幼 稚 園 (私 立 )  

青 空 保 育 園 (私 立 )  

日吉倉，プリンスハイツ，木戸前，日吉台１丁目

日 吉 台 ２ 丁 目 ， 日 吉 台 ３ 丁 目  日 吉 台 ４ 丁 目   

日吉台５丁目北，日吉台５丁目南，日吉台６丁目

スカイハイツ  

中部地域  富里中  

富里小  

 

富里第一小  

 

根木名小  

 

七栄小  

若 草 児 童 館 学 童 ク ラ ブ (民 設 民 営 )  

 

富 里 第 一 学 童 ク ラ ブ (公 設 民 営 )  

 

根木名学童クラブ (公設民営 )  

富 里 幼 稚 園 (公 立 )  

 

向 台 幼 稚 園 (公 立 )  

 

末 広 幼 稚 園 (公 立 )  

富 里 保 育 園 (私 立 )  

久能，栄ニュータウン，東ケ丘，七栄第三  

七栄第六，人形台西，七栄人形台，東内野  

七栄中央，東七栄，日吉倉新田，七栄第一  

七栄第二，七栄第四，七栄第五，小松台，桜台   

大和，緑ケ丘，北大和，大和台   

大和ニュータウン，根木名，根木名ニュータウン

富里台，旭ケ丘，成城台，ファミリ－タウン富里   

南七栄，南平台，新橋，中沢，新中沢  

新中沢ひまわり，南山，松原，立沢，花輪台  

南部地域  富里南中  

富里南小  

 

浩養小  

 

洗心小  

富里南学童クラブ (公設民営 )  

 

浩 養 す い か キ ッ ズ ク ラ ブ (公 設 民 営 )  

浩 養 幼 稚 園 (公 立 )  

葉 山 保 育 園 (公 立 )  

 

こ ひ つ じ 保 育 園 (私 立 )  

立沢台，東立沢，太木，大堀，旧平，高野，武州

太陽の丘，十倉台，両国，宮内，旭，葉山  

葉山台第１，葉山台第２，三区，二重堀，高松  

高松入，四区，実の口，金堀，吉川  

立沢ニュータウン，二区  

ハニワ台ニュータウン  
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中学校区別施設の利用状況

 


